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（宛先）京都市教育委員会教育長


京都市立 樫原           中学校
　　
校　長   土田　浩           




平成２６年度　教育指導計画書について




京都市立小学校，中学校及び幼稚園の管理運営に関する規則第７条の規定に基づき，
平成２６年度教育指導計画書を別紙のとおり提出いたします。

１　教育目標及び子ども像・教職員像・学校像
	教育目標
「正しく　強く　明るい」　生徒の育成
伝統と文化を受け継ぎ，次代と自らの未来を切り拓く生徒の育成

	目指す子ども像
・伝統と文化を受け継ぎ，次代と自らの未来を切り拓く生徒
・「観光都市」「古典の日」等日本を世界に発信していく等，非常に多様な都市特性を持つ京都で学ぶ強みを生かせる生徒
・「人と共に社会を生きる力」「自分を知り，律する力」「課題を見つけ，解決する力」「夢や希望を作り上げる力」「社会に貢献する力」を有する生徒
・環境問題や共生社会等にも視野を広げお互いを認め合い，人権という普遍的文化の担い手となる生徒

	目指す教職員像
・確かなビジョンと力量を持つ教職員
・子供への愛情や慈しむ心，柔軟な思考力，発想力，創造力をもつ教職員
・自己研鑽に励み，互いに切磋琢磨し，本誌が目指す「子ども像」の具現に全力を尽くす教職員

	目指す学校像
・市民ぐるみ・地域ぐるみの教育の核となる学校
・生徒にとって行きたい学校，会いたい先生のいる学校
・学校運営協議会を設置によるさらに開かれた学校づくり
・「子どもを共に育む京都市民憲章」をあらゆる大人とともに実践する学校



２　学校経営方針
	確かな学力，豊かな心，健やかな体の調和のとれた育成を図り「生きる力」をつける
１　しっかりあいさつする学校にします
２　楽しくわかる授業を展開します
３　進んで学ぶ意欲を育んでいきます
４　生徒会や行事を通して人間性や創造性を豊かにします
・学習規律の確立と基礎基本の定着及び国語科・英語科・数学科における少人数指導の充実
・生徒の校内における基本的な生活習慣の定着に向けた生徒指導を全教職員で展開
・学校評価の項目を再検討および教育改善を図る
・シラバスの充実と教科会等を工夫した研究主任を中心とした校内研究体制の確立
・生徒会活動を学校生活の中心に据えた取り組みを実践
・規範意識の育成の育成に向けた「あいさつ」の励行を教職員自ら実践
・校種間連携および保護者・地域との連携の推進
・様々な背景を持つ生徒が社会参画できるよう総合的・継続的な支援を行う。



	・習得した知識・技能を活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力の育成
・学ぶ喜びの育成
・自己教育力の育成・
・様々な背景を持つ児童養護施設入所生徒が社会参画できるよう総合的・継続的な支援を行う


３　今年度、徹底する取組

（　樫原　　）中学校―１

４　学校教育の計画
（１）「確かな学力」の育成に向けて
	重点目標
・習得した知識・技能を活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力の育成
・学ぼうとする意欲（学ぶ喜び・目的意識・課題意識・将来展望等）の育成
・生涯にわたって学び続ける力（学び方を身につける・問題解決能力・自己教育力等）の育成

	具体的な取組
・「わかる喜びと学ぶ楽しさ」を実感できる，一人ひとりに応じた授業を目指し，効果的な指導法や指導体制のさらなる工夫改善を図る。
・習得した知識・技能を活用し，言語活動を重視した学習活動を展開する中で，思考力・判断力・表現力等を育てる。
・理科教育における観察・実験，体験活動や作業的活動，生徒同士が意見を深めあう活動など，多様な学習形態を取り入れ，主体的に問題解決を図る学習を進める。
・学校図書館を「学習・情報センター」「読書センター」として活性化させ，また新聞等を活用し主体的な学習活動の充実を図る。
・数学的な思考力・表現力と学ぶ意欲を育成する。
・「聞くこと」「話すこと」「読むこと」「書くこと」の4技能を高める言語活動をバランスよく充実させコミュニケーション能力の基礎を養う。
・「個別の指導計画」を活用しきめ細かな学力向上の取組を推進する。



（２）「豊かな心」の育成に向けて
	重点目標
・美しいものや自然に感動する柔らかな感性，正義感や公正さを重んじる心，生命を大切にし，人権を尊重し他人を思いやる心，協調性や寛容性・道徳的価値を大切にする心を育成する。

	具体的な取組
・「しなやかな道徳教育」の実践を推進する。
・道徳教育推進教師を中心に教育活動全体を通じて道徳教育の充実を図る。
・規範意識の育成に努める。
・あいさつの徹底など具体的な指導を通して，人と人とのつながりを大切にする取り組を推進する。
・社会生活を送る上で人間としてあるべき姿を考えさせる。
・情報社会における「心を磨く領域」と「知恵を磨く領域」をバランスよく系統的に指導する。
・身近な動物や植物に親しみ，育てるなど直接的，具体的な体験を通して命の温もりや尊さを感じさせ，「豊かに生きる」ことの意味を実感させる。
・すべての生徒が自己有用感を感じられる学級風土を創る。
・心の通った指導を徹底し，「心の居場所」づくりを推進する。




（　樫原　）中学校―２
（３）「健やかな体」の育成に向けて
	重点目標
・自己管理に努め，生活を改善する力をつける。
・心身の健康を維持したくましく生きるための体力をつける。
・意欲や気力の充実を図り，毎日を明るく生き生きと生活できる力をつける。

	具体的な取組
・組織的・計画的な安全管理を徹底する。
・運動することの楽しさや喜びを体感させる取組を推進する。
・運動部活動の一層の充実を図る。
・「早寝・早起き・朝ご飯」等望ましい生活習慣を自ら実践する力を育てる取組を推進する。
・「現代的課題」に対応するため保健教育の充実を図る。
・和食文化を念頭に置きながら食物アレルギーなどについて研修を深め食教育指導を推進する。
・「生活安全」「交通安全」「災害安全」について計画的に指導を行う。
・防災教育・防災管理を総点検し，取組の改善に生かす。




５　「小中一貫教育」における９年間の教育目標と目指す子ども像
	９年間の教育目標
「樫原中学校区の生徒・児童がともに活動することで友情を築き，お互いを思いやるやさしさを育む。」
「樫原中学校と樫原小学校・松陽小学校が連携をとることで学習の継続性を生み，学力の向上を図る。」

	９年間で目指す子ども像
・伝統と文化を受け継ぎ，次代と自らの未来を切り拓く子ども
・「観光都市」「古典の日」等日本を世界に発信していく等，非常に多様な都市特性を持つ京都で学ぶ強みを生かせる子ども
・「人と共に社会を生きる力」「自分を知り，律する力」「課題を見つけ，解決する力」「夢や希望を作り上げる力」「社会に貢献する力」を有する子ども
・環境問題や共生社会等にも視野を広げお互いを認め合い，
人権という普遍的文化の担い手となる子ども

	具体的な取組
○小中学習の継続
・「学習クラブ」「東書ウェブライブラリ－」の活用
・漢字進級テストの継続（小学校で取得した級を中学校で継続する。）
・学習確認プログラムに係る学習プリントを中学では自主活用し，自主学習を継続して行う。
・読書マラソンカードを共有し，中学進学後も継続して記入していく。
○小中学習のつながり
・小学校にて「科学・英語教室」を実施する。その講師に中学校の理科・英語の先生を招く。
○小中児童生徒のつながり
・合同清掃活動（天皇の杜、史跡公園等）
・合同市内歴史めぐり（中学１年生と小学６年生がグループを作り，計画を立てて実践する。）
・中学校にて生徒による「読み聞かせ会」を実施する。小学生が参加する。
・吹奏楽部を中心とした音楽会の開催
・中学の授業及び　部活動の体験



（　樫原　）中学校―３
